
平成２２年度 再評価事業完了報告書（事後評価）

事業種別 事 業 名 担 当 部・課

街路 都市計画道路 玉川岩切線 道路改築事業 土木部都市計画課

資料３



～ 公共事業再評価における事後評価制度について ～

宮城県における公共事業評価体系

＜公共事業評価の流れ＞

（平成２２年９月１日以降，公共事業評価部会に関連する部分のみ）

事業着手

（５年又は１０年）

事 公共事業再評価 ※５年未着手，１０年未完了，再評価後５年等の事業

中

（再評価を行った翌年度及び適切な時期）

部会意見対応状況報告 ※答申で条件，意見が付された

事業及び事業種

〈Ｈ１９年４月制度化〉

事業完了

（５年度以内）

事 再評価事業完了報告 ※公共事業再評価を実施した事業

後 （事後評価） 〈Ｈ２２年９月制度化〉

※新たに追加した項目（○：必須，△：記載可能な場合）

<事業の有効性> 社会経済情勢の変化（△）

<事業の有効性> 地元の意見，満足度（○）

<事業の効率性> 完了後の費用対効果分析結果（△）

<環境への影響と対策> 完了後の影響と対策（○）

<今後の課題等> 今後の同種事業に対する課題と対応策等（○）

※「再評価事業完了報告（事後評価）」

→再評価を実施した事業について，事後評価の視点も含め，完了報告を行うもの。



別記様式第６号

再評価事業完了報告書（事後評価）

調書作成年月日 平成２３年２月４日

事 業 担 当 課 都市計画課

事 業 名 都市計画道路玉川岩切線 補助・単独の別 単独 事業主体 宮 城 県

道路改築事業

施行地名 多賀城市浮島地内 【位置図後掲】 管理主体 宮 城 県
たがじょうしうきしま

根拠法令 都市計画法第５９条

事業目的

都市計画道路玉川岩切線は，塩竈市玉川を起点として多賀城市岩切に至る総延長4,500ｍの

幹線道路である。

事業箇所の現道区間は，道路幅員が狭く，歩道も整備されていないため，バイパスを整備

することにより，走行車両及び歩行者の安全を確保するものである。

また，将来的には三陸縦貫自動車道の多賀城インターチェンジ（仮称）の建設が予定され

ており，本インターチェンジへのアクセス道として期待されるとともに，塩竈市・多賀城市

・仙台市を結節し，交流・物流の円滑な促進に大きく寄与する重要な路線である。

事業内容

事 業 着 手 時 起点 多賀城市市川字伏石11番1 終点 多賀城市浮島字宮前133番

(平成 ４年度） 延長Ｌ＝１，１３０ｍ 幅員Ｗ＝１２．０ｍ（将来１８．０ｍ）

再 評 価 時 起点 多賀城市市川字伏石11番1 終点 多賀城市浮島字宮前133番

(平成１４年度) 長Ｌ＝１，１３０ｍ 幅員Ｗ＝１２．０ｍ（将来２５．０ｍ）

完 了 時 起点 多賀城市市川字伏石11番1 終点 多賀城市浮島字宮前135番

(平成２０年度) 長Ｌ＝１，１３７．１ｍ 幅員Ｗ＝１２．０ｍ（将来２５．０ｍ）

【事業内容の変更状況とその要因】

〈事業着手時と再評価時の比較〉：計画交通量の見直しにより将来計画幅員を１８．０ｍ

（２車線）から２５．０ｍ（４車線）に変更。

事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

内用地費 国 県 市町村 その他

[ %] [ ９０%] [ １０%] [ %]

事 業 着 手 時
(平成 4年度) 28.0億円 14.8億円 億円 25.2億円 2.8億円 億円

再 評 価 時
(平成14年度) 30.0億円 15.2億円 億円 27.0億円 3.0億円 億円

完 了 時
(平成20年度) 29.5億円 13.9億円 億円 26.6億円 2.9億円 億円
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【事業費の変更状況とその要因】

〈事業着手時と再評価時の比較〉：軟弱地盤のため，地盤改良工事の必要が生じ，工事費が

増額となったもの。

〈再評価時と完成時の比較〉 ：事業費の精査により，工事費が減額となったもの。

○事業費増減対照表

事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時 完 了 時

（平成４年度） （平成１４年度） （平成２０年度）

事業採択予定年度 H.4年度 事 業 採 択 年 度 H. 4年度 事 業 採 択 年 度 H. 4年度

用地買収予定年度 H.4年度 用 地 買 収 年 度 H. 4年度 用 地 買 収 年 度 H. 4年度

工事着手予定年度 H.7年度 工 事 着 手 年 度 H. 7年度 工 事 着 手 年 度 H. 7年度

計画変更実施年度 H.13年度 計画変更実施年度 H.13年度

完 成 予 定 年 度 H.13年度 完 成 予 定 年 度 H.20年度 完 成 年 度 H.20年度

【事業期間変更の要因】

〈事業着手時と再評価時の比較〉

当該地区では，用地代替地の調整や遺産相続の権利調整，移転方法や補償内容について地

権者との合意に時間を要したため，当初予定していた事業期間では事業完了が困難となった

もの。

また，道路が特別史跡多賀城に入る計画となっていることから，用地買収後にほぼ全線に

わたって文化財調査を行う必要があったことから，事業の完了年度が遅れたもの。
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施設管理状況

平成２１年７月に供用を開始しており，主要地方道泉塩釜線として宮城県が適切に管理を

行っている。

供用開始後，現在まで交通の支障となるような管理上の問題は発生していない。

事 業 効 果

〇効果の発現状況

〈安全で快適な道路交通の実現〉

バイパスの整備により朝夕の渋滞が解消され，安全で快適な道路交通の実現と仙塩地区の

東西交通軸の強化を図ることができた。

〈走行時間の短縮〉

車道の幅員が確保され，通過速度が向上したことにから，通過時間が約３分から約２分へ

１分程度短縮された。

○社会経済情勢の変化

〈事故発生状況の変化〉

当該区間の事故発生件数は過去１０年間で２９件発生しており，年間平均件数は３件であ

った。平成２１年７月の供用後の事故発生件数は，１年半以上経過している現時点において

２件となっており，整備効果が発揮されているものと考えられる。

〈交通量の変化〉

Ｈ１４年度再評価時計画交通量（Ｈ２２計画交通量） １２，７７６台／日

Ｈ１７年度実測値（現道部） １１，４３３台／日

Ｈ２１年度実測値（バイパス部） ８，６５８台／日
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〇地元の意見、満足度

今回整備区間に係る行政区（市川・浮島の２行政区）の住民を対象に，利用者アンケート

を実施した。（市川行政区８名，浮島行政区１０ アンケート総数１８名）

アンケートの結果は，「安全に走行出来る」，「時間短縮が出来る」，「歩きやすくな

た」の順番で「良くなった」との回答があった。

（代表的な意見）

・岩切方面から多賀城方面へスムーズに行けるようになった。

・旧道の車の交通量が減り，車両の音，振動が少なくなり，夜静かになった。

・大型車も通行できるようになった。

・自転車も安全に通行できるようになった。

・旧道の交通量が減り，スピードを出す車が増えた。
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費 用 対 効 果

※Ｈ１４年度再評価提出時算出

費用対効果分析の結果 Ｂ／Ｃ＝７５．２８９／２９．０７８

＝２．５９

影響と対策

道路法面については，種子等による植生を実施し，周辺環境に合わせた緑豊かな道路景観

を創出するように配慮している。
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再評価実施状況

再評価実施年度 平成１４年度

答 申 継続妥当

答 条 件 －

１ 審議対象事業の実施に関する意見

申 別紙意見 なし

２ 今後の事業実施に関する意見

街路事業の歩道部の舗装工法については，バリアフリーに配慮し，

地元と十分に協議をした上で，適切な工法を選定すること。

評価結果 事業継続

評

価 対応方針 －

結

果 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

に対する －

対応方針 ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

街路事業における歩道部の舗装については，地域の街づくりの意向

や沿道環境等の調和に十分配慮した工法選定に努めるとともに，バリ

アフリーについては，今後とも「誰もが住みやすい福祉のまちづくり

条例」に基づいた歩道整備を推進する。

対応状況

歩道については，横断勾配を１％以下とした透水性舗装を採用し，水溜り等の発生を防ぐ

とともに，交差点部等には段差を小さくした境界ブロックを採用し，歩きやすさやバリアフ

リーに配慮している。また，車止めを適宜配置し，誤進入を防ぎ歩行者の安全にも配慮して

いる。

事業目的の達成状況等の総括・今後の課題と対応策等

走行時間の短縮や事故発生件数の減少及び利用者アンケート等から，当初の目的は概ね達

成されていると思われる。今後は，交通量の増加程度及び三陸自動車道多賀城インターチェ

ンジ整備の動向を見ながら，仙塩広域都市計画道路のネットワークの充実，利便性向上を一

層図っていく必要がある。

○今後の同種事業に対する課題と対応策等

当該工区は，軟弱地盤対策による事業費の増額や埋蔵文化財に関する協議・調整等に不測

の日数を要した。

今後同様に，軟弱地盤地帯において事業を実施する場合は，事前に十分な現地調査や地質

調査を実施し，対策工法の検討を行うことしたい。

また，文化財地区において事業を実施する際は，関係機関との協議を計画的に行い，円滑

な事業の推進を図りたい。
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（都）玉川岩切線道路改築事業

位

置

図
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（参考資料１）

事業執行状況等

事業名 都市計画道路玉川岩切線道路改築事業 施行地名 多賀城市浮島地内

〇概要図

〇平面図

〇標準横断図
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事業名 都市計画道路玉川岩切線道路改築事業 施行地名 多賀城市浮島地内

〇現在の状況

完成後

段差の小さい
境界ブロック

透水性舗装

歩道の状況

改良前（現道）




